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第第３３節節  行行政政訴訴訟訟事事件件のの概概要要  

 

１ 概況 

全労委が交付した命令に対し、令和２年中に新たに地裁に行政訴訟が提起された

ものは 14 件で、このうち、都道府県労委が交付した初審命令に対するものは８件

（労働者側提起２件、使用者側提起６件）、また、中労委が交付した再審査命令に対

するものは６件（労働者側提起２件、使用者側提起４件）である。 

その結果、前年からの繰越しを含めた係属件数の総数は 54 件で、このうち都道府

県労委関係は 24 件（地裁 14 件、高裁５件、上告提起２件、上告受理申立て３件）、

中労委関係は 30 件（地裁 19 件、高裁４件、上告提起３件、上告受理申立て４件）

である。 

また、終結件数の総数は 24 件である。このうち都道府県労委関係事件は 12 件で、

終結区分別にみると、判決・決定が 10 件（地裁１件、高裁４件、上告２件、上告受

理申立て３件）、取下・和解が２件である。一方、中労委関係事件は 12 件で、終結

区分別にみると、判決・決定が 10 件（地裁４件、高裁３件、上告１件、上告受理申

立て２件）、取下・和解が２件である（第 17 表及び巻末統計表第 10-１表参照）。 

 

 

 
 
 

判決・決定事件は、次のとおりである。 

 
 

第17表　行政訴訟新規提起状況
（単位：件）

28 29 30 元 ２

労 1 2 1 1 2
使 7 13 7 5 6
計 8 15 8 6 8
労 1 5 1 6 2
使 9 11 4 6 4
計 10 16 5 12 6
労 2 7 2 7 4
使 16 24 11 11 10
計 18 31 13 18 14

         　　　　　　年
労委

都 道 府 県 労 委

中 労 委

計
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と判断し、会社に対し、基準内賃金の０．３か月分に相当する額等の金員の支払を命じ、

②については棄却した。これに対し、組合・会社の双方が再審査を申し立てた。 

中労委は、再審査申立てをいずれも棄却した。 

 

日日本本空空手手協協会会（（懲懲戒戒解解雇雇））事事件件（（１１・・３３号号））〔〔№№１１５５〕〕  

（（平平成成 3300年年((不不再再))5588号号、、令令和和 22年年 1111月月 44日日決決定定））  

協会に雇用され空手道の指導等を行う総本部指導員らが結成した労働組合の執行委

員長Ａの懲戒解雇が不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。 

初審東京都労委は、労組法第７条第１号及び第３号に該当する不当労働行為である

と判断し、協会に対し、Ａの懲戒解雇をなかったものとしての取扱い、原職復帰、バッ

クペイ及び文書交付・掲示を命じたところ、協会は、これを不服として再審査を申し立

てた。 

中労委は、初審命令を取り消し、救済申立てを棄却した。 

 

JJRR新新潟潟鉄鉄道道ササーービビスス外外 11社社事事件件（（１１・・２２号号））〔〔№№１１６６〕〕  

（（平平成成 3311年年((不不再再))44号号、、令令和和 22年年 1111月月 1188日日決決定定））  

①Ｙ１会社が、臨時雇用員でＸ組合の組合員であるＡを解雇したこと、②解雇に関す

る団体交渉に誠実に対応しなかったこと、③Ｙ１会社の親会社であるＹ２会社が、解雇

等に関する団体交渉申入れに応じなかったこと等が不当労働行為に当たる、として救

済申立てがなされた事案である。 

初審新潟県労委は、申立てを棄却したところ、Ｘ組合は、これを不服として再審査を

申し立てた。 

中労委は、再審査申立てを棄却した。 

  

  

－ 51－



- 53 - 
 

２２  判判決決のの概概要要  

((11))  初初審審かからら直直接接行行政政訴訴訟訟がが提提起起さされれたた事事件件  

イイ  地地裁裁  

山山形形大大学学事事件件〔〔№№33〕〕 

（（山山形形地地裁裁  平平成成 3311 年年((行行ウウ))第第 22 号号  令令和和 22 年年 55 月月 2266 日日判判決決））  

【事件概要】 

法人が、55 歳超の教職員の昇給抑制等による賃金引下げに係る団交において、不

誠実な態度で交渉を行ったことが、不当働行為に当たるとして救済申立てがあった

事件である。 

山形県労委は、法人に対し、誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。 

法人は、これを不服として、山形地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、法

人の請求を認容し、山形県労委命令のうち、主文第１項（昇給抑制等に係る団交につ

いて、適切な資料を提示するなどして、誠実に応じなければならない）を取り消した。 

【主文要旨】〔山形県労委命令を取消〕 

  山形県労委が発した命令のうち、主文第 1 項を取り消す。 

【判示要旨】 

○ 救済命令の内容の適法性 

本件で、既に各交渉事項に係る団交は終了しており、各交渉事項に係る規定の

改正は施行されている。このような状況のもとで、組合は、団交過程の法人の態

度が不誠実であるとして救済を求めているところ、仮に、法人の態度が不当労働

行為に当たるとすれば、将来の労使関係秩序の回復を図るため、各交渉事項に係

る団交における法人の交渉態度が不当労働行為に当たることを確認する必要性

は認めることができる。しかしながら、団交とは、労働者の待遇又は労使関係上

のルールについて合意を達成することを主たる目的として交渉を行うことであ

るにもかかわらず、各交渉事項に係る規定の改正は既に施行されており、これに

ついて改めて合意の達成ということはあり得ないから、各交渉事項について団交

に応ずるよう法人に命ずることは、法人に不可能を強いるものというほかない。

そうすると、処分行政庁による救済命令は、その命令の内容において、処分行政

庁の裁量権の範囲を超えるものといえる。組合が、救済命令の発出後に再度の団

交を申し入れていることは、上記結論に影響しない。したがって、救済命令は違

法であって取消しを免れない。 

  
ロロ  高高裁裁  

高高槻槻市市事事件件〔〔№№77,,1188〕〕 

（（大大阪阪高高裁裁  平平成成 3311 年年((行行ココ))第第 5533 号号  令令和和 22 年年 22 月月 1144 日日判判決決)) 
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（注） 
１ 番号に＊を付した事件は、「２ 判決の概要」の同一年内の下級審において一括説明したも

のを示す。 

２ 区分に付記した記号は、以下のとおり。 

◎ 中労委の「主な命令」に係る事件を示す。 

● 労働委員会命令が全部取消された事件、又は全部取消した下級審判決が上級審にお

いて維持された事件を示す。 

▲ 労働委員会命令が一部取消された事件、又は一部取消した下級審判決が上級審にお

いて維持された事件を示す。 

☆ 労働委員会命令が取り消された後、当該下級審判決が上級審において取消ないし破

棄自判により、労働委員会命令が支持された事件を示す。 

 

 

 

 

 

 

地地裁裁 　　

番番
号号

事事      件件      名名 労労委委名名 裁裁判判所所名名 事事件件番番号号
提提
起起

者者

結結  果果
判判決決・・決決定定
  年年  月月  日日

1 アート警備 中労委 東京 31(行ウ)92 使 棄却 R2.1.30

2 関西宇部 中労委 東京 元(行ウ)237 労 棄却 R2.3.23

3 ● 山形大学 山形 山形 31(行ウ)2 使 全部取消 R2.5.26

4 長澤運輸 中労委 東京 元(行ウ)444 使 棄却 R2.6.4

5 神奈川歯科大学 中労委 東京 元(行ウ)238 使 棄却 R2.6.26

区区分分

高高裁裁 　　

番番
号号

事事      件件      名名 労労委委名名 裁裁判判所所名名 事事件件番番号号
提提
起起
者者

結結  果果
判判決決・・決決定定
  年年  月月  日日

6 ◎ 明治 中労委 東京 31(行コ)6 個 棄却 R2.1.30

7 ☆ 高槻市 大阪 大阪 31(行コ)53 委 全部取消 R2.2.14

8 サンプラザ 大阪 大阪 元(行コ)170 使 棄却 R2.5.28

9 国際基督教大学 中労委 東京 2(行コ)13 労 棄却 R2.6.10

10 札幌明啓院 北海道 札幌 元(行コ)23 使 棄却 R2.6.18

11 アルファクラブ株式会社外1社 福島 仙台 2(行コ)1 使 棄却 R2.7.29

12* アート警備 中労委 東京 2(行コ)41 使 棄却 R2.8.20

区区分分

最最高高裁裁

番番
号号

事事      件件      名名 労労委委名名 裁裁判判所所名名 事事件件番番号号
提提
起起
者者

結結  果果
判判決決・・決決定定
  年年  月月  日日

13 大乗淑徳学園 中労委 最高裁 2(行ヒ)19 使 不受理 R2.3.11

14 西日本旅客鉄道 広島 最高裁 2(行ツ)48 労 棄却 R2.3.24

15 九州商船 長崎 最高裁
2(行ツ)53
2(行ヒ)45

使
棄却

不受理
R2.7.21

16＊ ◎ 明治 中労委 最高裁
2(行ツ)147
2(行ヒ)159

個
棄却

不受理
R2.10.15

17＊ 札幌明啓院 北海道 最高裁 2(行ヒ)240 使 不受理 R2.10.27

18＊ ☆ 高槻市 大阪 最高裁 2(行ヒ)172 使 不受理 R2.11.19

区区分分
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